
ISSN1344－7505  TheJo11rnalofIくyuslluUniversity   
of Nursing and Social Welfnre 

1999，Vol．1．No，1，233－243  

罪責問題◎その哲学的展開   

－「不作為」を中心に－  

山 本  務＊   

DieKrieg－SSChuldfTageundeinephilosophischeBeもrachtun  

Tsutomu YAMAMOTO＊  

IstUnterlassen Schuld？Die von KarlJaspers1946in der≫Schuldfrage≪ gestellte metaphysische  

Schulddeutetan，daBUnterlasseninunseremJahrhundertSchuldwerdenkann．InderUmgangssprache  

heiBtUnterlassungsschuld Handlung，die manelgentlichhatte tun sollen，aberunterlassenhat．Dasist  

doch noch nur eine normative Definition．Dazu muB man das”Woftir“des Unterlassens definitiv und all－  

gemeinghltigvergegenst邑ndlichen：”dasnichttuende，negativeGeschehenlassen“．Auchgehtesnunbeider  

VerantworhlngSbegriffnichtnurumdie ZurechnungvonHandlungsfolgen，SOndern auchumdie Zurech－  

nungvonpositiverZuwendung，Ftirsorgedesanderen．  

Keywords：カールeヤスパース（KarlJaspers），罪（Schuld），責任（Verantwortung），  

不作為（Gschehenlassen），ハンス。ヨーナス（HansJonas）  

目 次  

Ⅰ．第二次世界大戦直後のヤスパースによる「罪責問題」の設定（1946年）   

－1．形而上学的な罪   

－2．四つの罪責範疇（a）分析方法の特徴（b）刑法上の罪（C）政治的な罪（d）政治的罪（e）形而上学的な罪   

一3．ヤスパース受容の歴史的な条件。1968年世代の登場   

【4．「全体の罪」命題による撃肘  

Ⅱ．不作為は罪か一罪と責任の概念的再構築に向けて－   

－1．作為の罪と不作為の罪、共犯と関知、無知と是認   

－2．ヴァイツゼッカー大統領による「5月8日演説」の問題提起（1985年以降）   

－3．責任概念の原理化。ヨーナスの場合…不作為の対象化  

古典的な責任概念（形式的な責任）と「介護責任」（実質的な責任）  

輔論 傍観者の心理的規制  

＊九州看護福祉大学（KyushuUniversityofNursingandSocialWelfare）  

ー233－   



TheJournalofl（yushuUniversityofNursingandSocialWelfareVol．1No．1Mar．1999  

ちから見聞することば、生き残ったにも拘らず、否、ま  

さにそれ故に思う、生き残れなかった人に対する、自責  

にも似た諸感情であり、その孤独感と不条理感覚である。  

この点に照らせば、容易に納得可能なものであり、その  

言わば葛藤が或る生産性を生み出す方途がヤスパースに  

よって探求されているのである。   

45年後この一節を引用するT。トドロブは、「だが、  

形而上学など何も知らない者もそう感じる」（7）と、含  

蓄あるひとことを添えた。たしかに或る普遍性に根差し  

ており、しかも、こういった人間相互間の連帯義務とい  

う想定をしてみなければ、自余の罪概念もすべて、理論  

的に証明不可能な砂上の楼閣となって崩壊するであろう  

（8）。ここで「私にできることを私がしないとき」と言  

われる場合、この「しないということ」をどのように論  

理化してゆくか、これを本稿は、主に目的にする。  

貢．第二次世界大戦直後のヤスパースによる罪責   

問題の設定  

ドイツの敗戦直後に著わされたカール。ヤスパース  

KarlJaspers（1883－1969）の『罪責問題』（1〉（Die  

βcん比～伊αge）は、数奇な運命を持っている。数多い彼  

の著作のなかで研究の対象となることが極めて少なく  

（2）、しかも、後年になればなるほど戦後ドイツにおい  

て普及版の出版とともにますます声価を高め、戦争責任  

（dieKriegsschuldfrage）を問題にする限り、「今日  

に至るもこれと比肩するものは他に例を見ない仕方で解  

明し明確に区別している」（3）（政治哲学者G．シュ  

ヴァン、1997年）という評価を得るはどになった。思う  

にそれは、法と政治と道義と宗教（形而上学）という、  

人間生活の四つの基本分野に相捗る規模を持つ考察であ  

り得ており、また、ヨーロッパにおける第二次世界大戦  

とナチズム故の罪責問題の歴史的な重要性を痛感する戦  

後精神の成熟に正比例するのであろう。  

2．四つの罪責概念  

（a）分析方法の特徴   

まずヤスパースは、人間生活の基本全体を覆うような  

四つの罪を、どのように描き出しているか。我々の見解  

では、彼が遂行している区別それ自体が重要であり、そ  

れは、（1）誰（いかなる行為）に対し七（Wof也r）、（2）誰  

（いかなる審判者）右前にL七（Wo，Or）、（2）誰が  

（Wer）罪ある存在かという三つの構成要素に即して  

分節化される。特定の主体が罪を構成するわけではなく、  

その反対に特定の罪が主体を析出し構成し、また再構成  

する－後に「責任概念」の哲学的な基礎付けを試みた  

G．ピヒト的（9）に言えば、このように明確化できるで  

あろう。ヤスパースの場合、特に「政治的な責任」を打  

ち出す場合には自覚的であるが、罪を引き受けることと  

主体が成立すること、この双方の原理的な関係の発生  

（10）が問われていて、その点に分析方法の特徴が見出さ  

れる。  

（b）刑法的な罪とは、明確な法に抵触する客観的に立  

証可能な犯罪であり、その諸行為は、法廷「を前にし  

て」責任が問われる。たとえ集団的な行為に埋没した者  

であったとしても、個として復権が可能であるという法  

観念の偉大さ（11）故にである。  

（C）政治的な罪   

政治に関わる罪とは、開戦それ自体を含んだ国家行為  

とその諸結果「に対する」損害賠償責任であり、これは、  

共同の国籍を有する市民であるということから、彼の言  

葉によれば、「人間が国家権力の下に置かれ、国家秩序  

によって自らの生存を得ていることからして既に」（12）   

1．形而上学的な罪   

考察の根底をなしているのは、戦争から生き残った  

人々全員を、その個体性たか、そ「罪」ある主体とする  

形而上学的罪であり、これが、ヤスパースの独創（4）に  

帰せられるものである。彼自身の言葉によれば、それは、  

つぎのように言明されている。  

「世界におけるすべての不正と不法に対して、特に自らが居合  

わせた時に、あるいは、自らが関知する形で生起する犯罪に対  

して、共同責任を常に負わせる連帯性が人間それ自身の間には  

存在している。犯罪を防止するために私に七重るヱ主を私かL  

ない時には、私は共犯である。他者が殺されるのを防ぐために  

私の命を賭ける土となく、阜の場に立ち会った時、私は法的で  

あろうと政治的であろうと道義的であろうと、いずれの観点か  

らでも適切に把握できないような仕方で自己自身のことを罪あ  

るものと感じる。他者の殺害が生起した時に、私が今なお生き  

ながらえていること、そのことが、消し去ることのできない罪  

となって、私の上に重くのしかかるのだ（8）」。（49頁以下、強  

調点は引用者、以下同様）   

ここには、極めて独特の「罪」概念が提起されている  

ことを認めざるを得ないであろう。客観的に見て自分自  

身に抵抗など選択の余地がなく、生き延びた場合にでも、  

否、生き延びた故にこそ、感じる罪であるという。18世  

紀のカント的な、自己原因。自発性。自由意志といった  

実践哲学によっては解答不可能なものが提起されている  

（8）。しかし例えば我々が広島。長崎の生き残りの人た  
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な責任ということ（suchathingaspoliticalresponsibility）  

が存在することが否定されるわけではない。しかしそれは、当  

の集団の個人的な成員が行ったとことは全く独立して存在し、  

従って、道義に関わる用語で判断を下されることもありえない  

し、また犯罪法廷の前に引き出されることもありえないもので  

ある。   

すべての政府は、その先行政府の諸行為と諸不始末に対する  

政治的な責任を担い、すべての国民は、過去の諸行為と諸不始  

末に対する政治的な責任を担い、すべての世代は、歴史的な連  

続体の内部へと生まれ来るということによって、先行世代の諸  

行為の恵みを受け取ると同様に、父祖の罪によって重荷を負わ  

せられているのである」（『イエルサレムのアイヒマン』「あと  

がき」（19）   

自余の三つの罪責範疇がことごとく個人が責任主体で  

あるのに比して、この場合、罪に目覚めた責任主体が  

「複数一人称」であることが際立った特徴であり、重要  

な点である。   

審判者は、戦勝国の権力と意志であり、その意味で  

「未。不規定性」（Unbestimmtheit）という特徴を帯  

びる、特有の政治的責任である。  

（d）道義上の罪   

第三に、道義に関わる罪が存在する。例えば、ヒト  

ラー歓迎の右手を挙げていた者たち。それが、たとえ  

「仮面の人生」であったとしても、否、そうであればな  

おさらのこと、その自他ともに欺いた罪故に個々人が自  

分自身の諸行為「に対して」、各人の良心（daseigene  

Gewissen）「を前にした」非難にさらされる。ゲシュ  

タポの諸行為を黙認したり、事後に「命令だから仕方が  

なかった」とか、「巻き込まれていた運命」のせいにす  

ることは、翻ってむしろ、罪を引き受けるということと  

主体が成立するということ、これら双方の相関性を裏側  

から照らし出すだけのことである。「過去からの不意打  

ちのように立ち現われる良心は、自己自身の過去に立ち  

向かう緊急の要請であることが分かる」（20）（ヘルムー  

ト0クーン）。こうして各人各様の「良心の劇」（クーン、  

H．）が始まり得る。   

この場合に、ヤスパースがヨーロッパの、特にキリス  

ト教の伝統に立脚していることをやはり見ないわけには  

ゆかない。「罪は極度に個人のものである」という考え  

方は、歴史的にも決して自明ではないからである。その  

っどの行為結果が、或る特定ゐ個人の行為主体に帰せら  

れるというのは、決して自明のことではなく、巨大な一  

定の抽象の成果、つまり、個人がその人開閉係的な諸関  

係から切り離されて自己の行為の自立した主体としてみ  

生じるものである。現代においていかなる人間も「局外  

に立つ」（13）ことがないという近代国家の枠組みが前提  

されるのである。国民は、自らがどのように統治されて  

いるのか「に対して」政治的責任を有する。   

問題はやはり、その責任主体の成立と回復の可能性に  

存する。ヤスパースは、この点に関して次のように述べ  

ている。「住民全体がすべての国家行為の諸結果を事実  

上担うということは、たんに経験的な事実に過ぎない。  

彼らが自らが政治的な損害賠償責任を問われ得ると知る  

こと（Sichhaftbarwissen）は、彼らの政治的な自由  

の覚醒の最初の兆候である。この知が確立しており承認  

を受けている限りにおいてのみ、自由が現実に存在する  

のであり、自由とは不自由な人間の側から外部に向かっ  

て要求されるとは限らない。（……）自らが政治的な損  

害賠償責任を問われ得ることを知るということは、政治  

的な自由を実現しようとする内面的な変革の始まりであ  

る」（14）。ヤスパースが固有の概念として打ち出してい  

るのは、第一に、＞Verantwortung＜（resposibility）  

ではなく、＞Haftung＜（1iability）であり、これが一  

貫して用語として採用されている（15）のである。「損害  

賠償の責任」という意味とともに、「結果に対する責  

任」（18）を含み込ませた用法である。その意味で「道義  

的な責任」とは明確に一線が画されている。「政治的に  

損害賠償責任が問われ得るとすること（Haftbarma－  

chung）は、道義的に罪あると認識することではな  

い」（＝）。第二に、「経験的な事実的所与」の問題では  

なく、自己意識の問題として、「ドイツ人であること」  

という集団の次元の自己認識が打ち立てられていること  

である。罪に目覚めた責任主体が「複数一人称」の次元  

とパースぺクティヴで以って語り知る次元が切り拓かれ  

る。従って、「私たちは、集団的に『損害賠償の責任を  

引き受ける』」（18〉という定式化が生じる。第三に、そ  

の責任主体の自己認識が、「自由の覚醒の第一歩」とし  

て目されていることである。責任の自覚が自由の現存と  

承認に結び付けられていて、極めて示唆的である。   

この「政治的な、集団の責任」という独自の次元をた  

たき出したことが、ヤスパースの大きな功績であり、ハ  

ンナ匂アーレントもまた、この次元の独立性を確保し、  

つぎのように明確化している。  

「集団の罪（collecとiveguilt）とか、これに閲した集団の無  

罪（collectiveinnocence）とかいったようなことが存在する  

わけではないし、もしそれらが存在するならば、いかなる個人  

も罪あることも、罪なきこともありえないということに、多く  

の人々は今日同意するであろう。だからといって勿論、政治的  
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ドイツの過去に関する法的な克服としては、つまり第  

一の罪に関しては、ニュルンベリク裁判は別として、  

1958年に創設された「ナチズム犯罪解明のための州立司  

法行政センター」（ルートヴイッヒスブルク在）が寄与  

してきた。戦後50年の時点で容疑者手続きは、10500件  

（このうち戦争犯罪は、わずか5パーセント）であり、  

有罪刑は、約6500件であり、6パーセントである。1960  

年の時点でナチ犯罪者の最大部分は未解明であったとい  

うのが、所長を長年務めたアルフレート。シュトライム  

の見解であった。   

しかしそのシュトライムにしても、「ナーチの過去との  

社会全体の対決があったならば、私たちの民主主義体制  

も今日よりももっと強化していたことでしょう。政治家  

だけが諦めたわけではなく、国民全体が諦めたのです。  

社会は究極的には、68年の衝迫力をもまた受け容れませ  

んでした。それは、いっのまにか尻すぼみに終わったの  

です」と、結論づけながらも、後述する「不作為の罪」  

という考え方に気づくことがなかったと言う。「私がた  

だ残念に思うのは、ナチ犯罪の訴追と関連して『不作  

為』（”Unterlassung“）故の告訴がなかったというこ  

とです。もしそうであったならば、私たちはもっと多く  

の犯罪者たちを法廷に立たせることができたでありま  

しょう。私たちは同じ法律を持っており、同じ可能性を  

持っていたのですが、しかし、その不作為という思想に  

は誰一人思い付かなかったのです」（24）と、猛省した。  

なされるという巨大な抽象の成果なのである。じっさい、  

旧約聖書において「父ハソノ子ユエニ、子ハソノ父ユエ  

ニ死デモッテ罰サレルベキニアラズ。誰モガタグ己レノ  

罪二対シテ死ヲ受クベキデアル」とされたことは、その  

意味で画期的なことであった。これ以前には、或る特定  

の家族や集団Ⅹに帰属する肉親Aが別の家族や集団Y  

に帰属する肉親Bに危害を加えた場合、その危害は個人  

Aに帰せられるのではなく、その家族や集団Yの全員に  

帰せられるという理解が普通のことであった。その意味  

では、現代の実践哲学者クルト。バイエルツの言うよう  

に、旧約は、「道義的な革命の表現」（21）として解され  

なければならない。   

さらに「良心」（Ge－Wissen）という概念に関して  

も、これが、ラテン語（COnSCientia）に起源を持ち、  

ヨーロッパ諸国の諸言語がことごとくその翻訳語として  

自己形成してきたという歴史的事情を考慮に入れて、そ  

の概念史など、より広範囲に及ぶ追求を要するものであ  

り、本稿は、その端緒である。  

（e）形而上学的な罪   

最後に、大戦から生き残った個々人すべてが、他者に  

加えられる犯罪を甘受（22）したということ、そのこと  

「に対して」、神（ヤスパースの用語では「包括者」）  

「を面前にして」責任が問われ得る。  

3．ヤスパ寧ス受容の歴史的条件Q68年世代の登場   

ヤスパースのこうした考察は、敗戦直後のドイツに  

あってどのような反響を見出しただろうか。「ドイツの  

涙を誘うような自己弁護と自己告発という濃い霧の中  

で」（Zき））こうした「差異化」の思考は、ほとんど受け  

入れられることがなかったというのが、大方の歴史判断  

であろう。   

ちなみに「罪」（Schuld）という見出し語に対して、  

ドイツの代表的な百科事典のひとっである『ブワックハ  

ウス。エンツイクロペディ』は第17版（68年刊行）で、  

ヤスパースのこの罪責概念に対して全く言及せず、また、  

「過去の克服」（Vergang・enheitsbew左1tigung）（24）  

は見出し語としてさえも未だ存在せず（74年刊行）、第  

18版（90年頃）になって双方ともに、同時期の『哲学の  

歴史的辞典』や『哲学と諸学に寄せる欧州百科事典』の  

「罪」における言及と同様に、初めて登場する。世界各  

国に期せずして同時に巻き起こった戦後世代の反乱とと  

もに68年以後、戦争体験に基づいてではなく、歴史的な  

判断に基づいた、四半世紀に及ぶ習得成果が摂取された  

ものと言えよう。  

4，「全体の罪」命題による攣肘   

この場合ヤスパースが全体として論理的に対決してい  

るのは、本書でも特に「政治的な賠償責任と集団の罪」  

という一節にうかがわれるように、「集団の罪」という  

命題であった。例えば解放された各地の強制収容所の現  

実に直面して、「ドイツ人は人類のクズである」という、  

ドイツ内外から沸き上がった指弾の声、あるいは、  

「我々ドイツ人全員に罪がある」という、他者の罪を  

担って立っかのような、「最初に耳にしたときはかくも  

威厳があり魅惑的に響いた」（26）（H．アーレント）、  

「集団の罪」命題であった。これに対して、全員に尭が  

あるなら、いかなる個人も罪はない、従ってそういうも  

ゐ8ま存在しない－こういう言明は、べ夕塗りの世界に  

走る、ひび割れと亀裂をもたらす一閃である。自明化さ  

れ黙契のように前提された事態に対する問いかけととも  

に、総じて哲学が現実と切り結びながら出現する勇気あ  

る姿を、ヤスパースは我々に告知している。   

作家フレデリック。フォーサイスは、1972年発表の   
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『オデッサファイル』（26）で、自殺したユダヤ人老人タ  

ウバーの遺書につき、のように書かせている。「私はドイ  

ツ人に対して何ら憎しみも抱いていない。それというの  

も、ドイツ人は、良い国民であるから。国民は悪くない  

ぁた、ただ個人た如く廉いぁゃある。イギリスの哲学者  

エドマンド。バークがつぎのように言ったのは正しかっ  

た。つまり、『国民全体の起訴状を作成する手段を私は  

知らない』と。集団の罪というもあは存在しない。とい  

うのも聖書が説いているように、神はソドムとゴモラを  

そこに住んでいる住民の悪ゆえに女子供も一緒に破壊し  

ようと欲されたが、彼らのなかに一人の正しい男がいて、  

彼は正しいがゆえに、破壊から免れたのであるから。  

従って、罪あるゐ寝、救済と同様に、個人なぁセあ  

る。」（28）   

そして実は、この考え方こそが主人公ミュラーが、初  

めて触れる考え方であった。彼フォーサイスは、ウィー  

ンでナチハンターとして私設研究所を設けている実在の  

人物シモーヌ。ヴィーゼンクールを登場させて、ミュー  

ラーと対話させる。「ヴィーゼンクールさん、タウバー  

の日記で僕を驚かせたのは、集団の罪というようなもの  

は存在しないと、彼が述べていることです。しかし僕ら  

は、20年間我々全員に罪があるのだと、言い聞かされて  

きたのですよ。1400万人の人々を殺しておいて、どうし  

てタウバーが正しいと信じられますか」（28）。これに対  

する答えは、「タウバーが正しい。なぜならあなたは、  

あなたという人は（youpersonally）、誰も殺してい  

なかったのだから」（26）であり、ストーリーは、殺害集  

団である、ナチのSS部隊という存在と機構の説明へと  

展開してゆく。我々としては、ここで青年ミュラーが  

「20年間も我々全員に罪があるのだと言い聞かされてき  

た」と言った事実に注目しよう。個人の主体に内面化さ  

れないままに集団的に蔓延する罪障感、それの社会的。  

現実的な機能の何たるかを見届けることができるからで  

ある。   

ところでユダヤ系作家ジャン。アメリーは、「集団の  

罪」命題の「有効な仮説性」を提起していた。「犯罪の  

罪。作為の罪（Tatschuld）と犯罪を見過ごした罪8  

不作為の罪（Unterlassungsschuld）、扇動の罪  

（Redeschuld）と沈黙の罪（Schweigeschuld）」  

（27）の総体として「集団の罪」は、存在するというので  

ある。このように区別された限りで、ここに優れた、も  

うひとつの考え方を見て取ることができる。  

H．不作為は、罪か   

肌罪と責任の概念的構築に向けて－   

1．作為と不作為、共犯と関知、無知と是認   

ヤスパースが差異化した四つの罪を我々がよく考えて  

みるならば、極めて素朴なことに気づかざるを得ない。  

即ち、前者二つの「作為の罪」に対して、後者二つが、  

特には最後の形而上学的罪が特有の観念を学み胎動させ  

ていることに気づかぬ者はいないであろう。この点に関  

して歴史家論争の渦中にJノ、－パー マスは、明確な争  

点を明らかにしている。つまり「加害者の個人的な罪  

（diepers6nlicheSchuldderTater）と、為すべき  

ことを何もしなかった人々の集団的な賠償責任（die  

kollektive Haftungderer，diedasnichthandelten，  

wasdiezutunhatten）の聞に区別は存在するのか否  

かという問題」（28）が 、ヤスパースの罪責問題であった  

と。これはこれなりに、第三、第四の罪責を第二の罪責  

とともに包括するという観点であり、後者のことを、彼  

は「ヤスパースの意味における集団的な共同の損害賠償  

責任」と規定する。我々は、この区別を採用せず、あく  

までもヤスパースの四つの罪責という区別に即してみよ  

う。つまり、「不作為」を必ずしも集団のものと限定し  

ないのである。   

今日のホロコースト研究は、一方で、例えばアメリカ  

においてラウル。ヒルバーグ（29）以来、クリストファー  

。ブラウニング（30〉 、ダニエル。ゴルドハーゲン（81）の  

歴史家の手になる著作となって「普通の人々」による  

「作為の罪」（Tatschuld）が研究。深化されているが、  

しかし、もう一方の深化として、ヤスパースの問いかけ  

に応じるものとして、これを「不作為の罪」（32）  

（Unterlassungsschuld、「本来為すべきことを為さ  

なかった罪」）として命名。確保し、探究することがで  

きよう。18世紀フランスの警句「我々は自分たちが為す  

ことに対してばかりではなく、為さないことに対しても  

また責任を負っている」（ヴォルテール）が現代へと呼  

び起こされる。単純に「知らなかった」でもなければ、  

虚偽の「知らなかったことにする」という申し立てでも  

なく、あるいは「知っていたのに何もしない」という知  

と行為との短絡でもなく、「ナチ時代のドイツ人は大抵  

が、それ以上は知らない方がよいと知るだけのことは十  

分に知っていた」（33）（イスラエル現代史家D．バン  

キール）という的確な定式化が提起され、問われている  

のが、いわば知の自粛といった現象であることが判然と  

するのである。   

ー237－  



TheJournalofKyuslluUniversityofNursingandSocialWelfareVol．1No・1Mar・1999   

後世への最大の遺産となった。その代表的な見解は、次  

の箇所に見られる。   

「我々ドイツ人が一恐怖政治の下にあったとはいえ－、  

犯罪が為された時、またナチ政権の基礎固めが為された時、何  

ら手を下すこょなく技手傍観しそし◆、た（unほtigdabeisteD  

hen）ということが我々に対して非難されるならば、それは真  

実である。しかし、他の諸国もまた、一恐怖政治の下にあっ  

たのではないにも拘らず－やはり何ら手を下すこ主なく生起  

するかままに放置した（untatiggeschehenlassen）、否、  

それどころか、対岸の火は我関せずとばかりに、かえってこれ  

を意図しなし■、ままに促進させたということを、我々は、はっき  

りと想起して差し支えない。」（36）（強調点は引用者）   

こうした見解に接すると、直ちに想起されるのが、  

「たふら、ドイツ人の罪は軽減される、あるいは、相殺  

される」という帰結の引き出しであるが、ヤスパースは  

もちろん、その方向には進まず、罪責の対象化と引き受  

けの途を指示する。以下に考察することを先取りすれば、  

これらの自他に及ぶ二つのあり方を同一の精神へと組み  

合わせて、「生起するがままに放置すること」。「に対  

して」。「扶手傍観すること」という、不作為の究極形  

態が客観化され得るのである。  

もちろん、つぎのような「罪責拒絶の心理的な機構」  

が総動員され得ることは明瞭であろうが。  

一何も知らなかったのだ。  

－ナチによる恐怖体制の少数の人々が残虐行為を立案  

し実行に移したのだ。  

一空爆や故郷からの追放によって自分たち自身も苦し  

んだ。  

－ナチズムの時代ということを考慮に入れなければな  

らない。  

－ただ義務を果たしただけのことだ。  

－ただ命令に従っただけのことだ（34）。   

従って以上の諸態度に応じて、諸問題が次のように差  

異化され、問われ得ることになる。  

－（例えば帝国水晶の夜事件の際に）眼を背けること   

（dasWeg・Sehen）の問題。  

－（例えばユダヤの星の印を付けた人々を）見過ごす  

こと（dast沌ersehen）の問題。  

－（例えば姿を消したユダヤ系隣人や友人の運命を）  

むしろ知りたくないと思うこと（dasLieber－  

nicht－Wissen－Wollen）の問題。  

－（例えば、ゲシュタポやナチ突撃隊による東部戦線  

からの報告を）聞き流すこと（dasWegh6ren）の  

問題（34）。   

以上のように個々に差異化した諸態度は、「知の不作  

為」（35）という統合へと抽象することが可能である。興  

味深いことに、ハイデッガーでさえも、「何もLたかナ  

セほないといぅ土主が確信となること（das  

GewiBwerdendesNichtgetanhabens）は、およそ良  

心現象の性格を持っていない。反対に、このような確信  

はむしろ、良心の忘却を意味し得るのであり、呼びかけ  

られ得る可能性から抜け出していることを意味し得る」  

（『存在と時間』第59節、1927年）と、「不作為」の問題  

性に気づいていた。その場合、たとえ「良心現象」への  

組み込みが不十分であったとしてもである。   

改めて問わざるを得ないであろう。不作為は、罪なの  

か？（従ってまた、罪とはなにか、責任とはなにか？）  

－ これは、古来未解決の、人類永遠の問いであり、そ  

れが、現代における歴史の経験の中で、ヤスパースを通  

じてここに復活する。モーゼ十戒のいう「汝ノ隣人ノタ  

メニ心ヲ配レ」という伝統的な道義に照らせば、しない  

こと（不作為）が罪であることは間違いない。それにし  

ても、作為を侯って初めて罪か、それとも不作為からし  

て既に罪なのか？ ヤスパースが開かれた地平で自問自  

答を展開した結果として、恐らくはこの思想的問いが、  

2．ヴァイツゼッカ四大統領による問題提起（1985年以   

降）   

ヴァイツゼッカー≠－・・‘ドイツ大統領演説（戦後40周年記  

念）は全世界に名状し難い感銘を与えたが、その所以は、  

どこにあったか。我々はそれを既に、「不作為の罪」に  

見出していた（87）】1が、改めて「不作為は、罪なの  

か？」という問題提起を確認しておきたい。  

「あの絶滅の遣り口と規模は、人間の想像力をはるかに越え  

るものがありましたが、これらの犯罪は別としても現実には、  

私の世代の中で年若くしてあの出来事の立案と実行に参加する  

ことのなかった人々は、あまりにも多くの者が、現に起こって  

いる出来事を知ろうとはしなかったのです。自分の権限外のこ  

とだとし、目を背け、黙して語らぬという、良心が柾がるがま  

まに放置する（dasGewissemablenkenlassen）多くの態  

度が存在しました」（3T）。   

この点に関してヴァイツゼッカーは、後年の『四つの  

時代】回想録－』（97年刊）の中で次のように執拗に提  

示していることを見届けることができよう。   

「絶滅収容所のユダヤ人の運命について明らかになったこと  

が、世界中を震撼させた。これがニュルンベルク裁判の中心に  

浮上し、巨大な規模の告発へと通じてゆかぎるを得なかった。  

誰が何を立案し実行し知り、そして生起するままた放置しそ  
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（42）、つまり、「不作為」に近似的になるのである。伝  

統的な意味における「責任」は、それ自体が目的を設定  

するものではなく、釈明が要求される、すべての因果関  

係に関わる形式的な伽にしか過ぎないものであり、たか  

だか人々は因果関係に関わる行為の釈明や申し開きや説  

明が求められるだけのことに過ぎない。行為者の同意か  

ら独立した説明責任というたんなる事実としてそれは、  

道義の前提条件ではあっても、未だそれ自体が道義では  

ない。「責任回避は、遺憾だと思われることではあって  

も、非難されるべきことではない」（43）という伝統的な  

責任概念の指摘は示唆に富んでいる。   

これに対置されるのが、ヨーナスのいわゆる「全く別  

の、もう一つの責任概念」（44）であり、それは、「既に  

為されたことに対する事後からの説明（dieex－pOSト  

factoRechnung・ftirdasGetane；theex－POStfacto  

accountforwhathasbeendone）」（45）ではなく、  

「為すべきことに対する将来的な決定（dieDeter－  

minierung・des Zu－Tuenden；the forward deter－  

minationofwhatis tobedone）」（48）に関わる。私  

の行為とその結果に対する説明ではなく、私の行為に対  

する要求をもつ事態（Sache；ma仇er）（47）に対して  

私は責任を感じるのである。   

一例を挙げれば、「他者の福祉」に対する責任は、他  

者による道義的な受容を顧慮して意図された行為を「遮  

断する」ばかりではなく、他の何事も考えない行為へと  

義務づける。この場合、責任の「対象」（das≫Wof也r  

≪；the”Whatror“）は、伝来の、「純粋に自己関係的  

な意味」における対象とは明確に異なっている。責任の  

「対象」は、私の外部に存するが、しかし「私の権力の  

及ぶ範囲内に」あり、「私の権力」を必要としているか、  

「私の権力」によって脅かされているかである。   

このような「非相互的な、無償の（nicht－reZiprolこ；  

nonreciprocal）関係」としての責任を考えるための  

「原現象」（49〉として、ヨーナスは、「国民に対する政  

治家の責任」と「子どもに対する両親の責任」という二  

つの事柄を引き合いに出している。これらを念頭に置く  

と、次のような「客体のあるべきこと」（60）と「事態の  

介護のために召還された主体の為すべきこと」（51）とい  

う対状況も、よく活き活きと想到できよう。  

「その固有の権利において依存する者は、命令を発する者に  

転じ、その因果関係において原因としての権力者は、義務を課  

せられた者へと転じる。こうして義務を課せられた者にとって  

は、権力は客観的に責任あるものとなり、また、責任感情の加  

担を通じて情愛を以って関与する。その感情において結びつい   

（geschehenlassen）いたのか。誰一人として反逆しなかっ  

たのか。罪ある者たちは、どこにいたのか（38）。  

「全体としてみれば、との時代でも起こりかねない誘惑が現  

れている。すなわち、何かことが生起していたり巷の噂という  

かたちで流布されているときに、物騒なことだとセ亘るかきら  

知ろろとLない土主であり、良心が柾か畠如iるかままに放置  

する土主（dasGewissenablenkenlassen）、目を背けるこ  

と、然して語らぬことである。当時の時代を成人として身を  

もって体験した私たちのうちはとんど誰一人として、このこと  

から全く自由ではなく、私もまたそうである（3Q）。   

以上要するに、作為の罪の出現に際して不作為が大き  

く関与するという、現代固有の状況を照らし出すことが  

できた。この点で、近刊初版の『メッツラー哲学事典』  

「責任」の筆者が、責任という観念が最高原則となるの  

は、「個々人の既に為された行為（dievollzogene  

Handlungdeseinzelnen）ばかりではなく、大多数の  

人々の為されることのない行為（dieunterlassene  

HandlungderMehrheit）にもまた関わる場合であ  

る」（40）と記述しているのは、問題の所在を示す鮮やか  

な定式化である、と評価することができよう。  

3．責任概念の原理化0ヨ岬ナスの場合一不作為の対象   

化、古典的な責任概念と「介護責任」－責任理論のこ   

類型「形式的な責任」と「実質的な責任」   

「不作為の罪」を、「本来為すべきことをしなかった  

行為」と規範的に定義した場合、そこには何を為すべき  

であったか、「為すべきこと」が当然視されているわけ  

だが、この当然視を打破して、これを大きく現代の実践  

哲学の課題として取り上げ、中JL、に設定し、追求の対象  

としたのが、ハンス。ヨーナスHansJonas（1903－  

1993）による『責任の原理』（41）である。   

責任の古典的な必要十分条件は、第一に「因果関係的  

な力」であり、第二に、その行為が行為主体の制御の下  

にあるということであり、第三に行為の結果を或る程度  

は予知できるということである。これを彼は、「為され  

た行為の因果関係による帰責（diekausaleZurech－  

nung begangener Taten；the causalattribution of  

deedsdone）」（42）としての責任概念と規定する。   

ヨーナスが伝統的な責任概念の検討に際して重視する  

のは、いかなる点か。究極的には為すことが少なくなれ  

ばなるはど、責任を取らなければならないこともそれだ  

け少なくなるのであり、積極的な義務が不在の場合には  

「行為を避けることが慎重さの証となり得る」という事  

態、つまり、「責任」とは、限りなく行為しないこと  
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とは、ひとたびは、その行為主体を捨象して、「不作  

為」の行為主体をして、新たな「主体」として形成し直  

すという作業が求められるということである。この次元  

に、共同体、あるいは公共性が関わってくる。  

ている者は、主体的な意志への紐帯を見出す。」（62）   

つまり、「一方での、生存が保証されていない状態に  

おける客体の要求と、もう一方での、因果関係が罪ある  

ものとなる状態における権力の良心」、これら双方が責  

任感のなかで統合する。これをヨーナスは、「実質的な  

責任」として浮かび上がらせ、「権力の義務」を構想す  

るのである。課題と義務に対する、つまり「介護責任」  

（dieFtirsorgeverantwortung）に関する帰責問題と、  

その内容に関する文献は極めて乏しいが、その詳細な検  

討は、別稿を必要とする。   

その場合、「不作為」に対して、ヨーナスはやはり踏  

み込んだ規定を次のように的確に与えている。   

「責任の怠慢の危険もまた永遠のものであり、その怠慢とは、  

何ら積極的な否認も、通常の意味では非倫理的な態度も含まな  

い『無責任の形態』である。気づかれる土となく、不用意な、  

意由されき為この無責任形態は、それだけいっそう危険であり、  

し■、かなる特定の行為によこても同定する土主かできないもので  

ある。それは、まさに、生起する土主を何もしないで放置する  

土と（dasnichttuendeGeschehenlassen）にその本質があ  

るのだから。」（63）   

ここで重要なのは、不作為の態度が「客観的に同定さ  

れ得ない」と正当にも指摘されていることである。つま  

り「無関心」であろうと、「知らんぷり」であろうと、  

「大勢順応主義」であろうと、「意図的な無視」であろ  

うと、「受動的な態度」であろうと、「宿命論」であろう  

と、「沈黙」であろうと、それらはすべて理論的には、  

主観が執り得る種々の態度でしかあり得ず、これらを枚  

挙するだけでは不作為の本質に迫るには不十分である。  

その対象として、「何に対して」なのかを、個別状況を  

捨象し普遍化することによってそれは満たされる。つま  

り、「生起するままに放置すること」（「に対してr竜r」）  

を打ち出すことが必要であり、この点に不作為の本質が  

あり、まとめて言えば、「生起するままに放置するこ  

と」（＝対象）「に対して」（64）、「消極的に同調するこ  

と、何ら手を下すことのないままに挟手傍観すること」  

（56）（＝諸態度。諸主観）が問われるのである。これが、  

「不作為」という行為における「対象」と「主観」との  

関係の確立であり、「不作為」を二つの構造契機として  

客観化する表現である。   

こうして我々はようやく、「不作為」の対象化にたど  

りつくことができた。それは、「誰が」という「特定の  

主体」を捨象する。作為は、特定の主体に帰責できる行  

為であるが、不作為は、「大多数の人々の為されること  

のない行為」に関わるものであるからである。というこ  

補論 傍観者の心理的規制  

罪なき「犠牲者」への一体化や「加害者」への視点だ  

けではなく、「消極的な同調者」と「傍観者」の存在を  

浮かび上がらせるのが、不作為のひとっの役割であるわ  

けだが、傍観者。非参加者といった場合、それが現代で  

は、「内面的に腰を引く態度」を「無関JL、」や「無知」  

と混同するわけにはゆかない。非参加者は、決して何一  

つ予感していないわけではない。総じて人間とは知りた  

いと思うだけのことは知る存在である（66）と前提した場  

合、非参加者は、知らないことを知りたいと思わないの  

である。このことは何を意味するか。社会学者ヴォルフ  

ガング。ゾフスキ（58） は、このように問い、次のように  

答えている。「非参加者は、それ以上は知りたくないと  

知るだけのことは十分知っているのである。」ここで再  

び、先の歴史家バンキールと同じ定式化に我々は遭遇す  

る。その意味で「鈍感な無関心」のように当初思えたこ  

とは、前提なのではなく、「徹底した受動性の成果」な  

のである。そこには、単純な啓蒙の対象として想定でき  

る段階以外に、拒絶の心理機構が作用する現代的状況が  

存在する。  

（なお本稿は、「図書新聞」2420号掲載予定のヤスパー  

スへの拙書評と一部論旨が重なることを、お断りしてお  

きたい。）  
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